

令和7年3月版　
ＰＣＢ保管状況等届出書のよくあるご質問

■届出の提出方法について
	Ｑ　届出の提出方法を教えてください。


Ａ　電子申請、郵送、窓口持参が可能です。できるだけ電子申請をご利用ください。
	Ｑ　届出の提出記録として、副本を返送してくれませんか。


Ａ　返送用封筒による副本の返送は、行っていません。
※届出の提出記録を残したい場合は、電子申請により送信完了画面を保存いただくか、特定記録郵便や簡易書留郵便のご活用を推奨しています。
	Ｑ　どこあてに届け出たらよいですか。


Ａ　保管場所の市町村毎に次の宛先となっています。
	保管場所
	届出書のあて先

	大阪市・堺市・豊中市・吹田市・高槻市・枚方市・八尾市・寝屋川市・東大阪市
	各市長

	泉州地域（高石市、泉大津市、和泉市、忠岡町、岸和田市、貝塚市、泉佐野市、泉南市、阪南市、熊取町、田尻町、岬町）
	大阪府泉州農と緑の総合事務所長

	上記以外の大阪府域
	大阪府知事


■届出者・押印について
	Ｑ　「届出者」欄に記載する住所や氏名は、法人の場合、担当部署でもよいですか。


Ａ　法人の名称と代表権者の役職及び氏名を記入ください（記載例１）。
なお、法人内部において、届出を代表権者から工場長や事業所長、廃棄物の管理担当部署の長などに委任している場合は、記載例２のような記入も可能です。
（記載例１）株式会社〇〇〇〇　代表取締役〇〇 〇〇
（記載例２）株式会社〇〇〇〇　代表取締役〇〇 〇〇
（代理人）〇〇工場長　 〇〇 〇〇
※委任状は不要。法人内部で適切な委任行為を行っておいてください。
	Ｑ　押印は必要ですか。


Ａ　不要です。
■記載方法について
	Ｑ　届出書の記入例はありますか。


Ａ　大阪府ホームページの記載例を参照ください。
https://www.pref.osaka.lg.jp/jigyoshoshido/pcb/pcb-hokan.html
	Ｑ　検体採取等で使用した機材（スポイト・ウエス等）の廃棄物（汚染物）は、本体と一体で取り扱うのですか、別番号を付けるのですか。


Ａ　処分先が違う場合がありえるので、別番号を付して別扱いにしてください。
	Ｑ　複数の安定器を一つの容器で保管する場合、機器ごとの記載が必要ですか。


Ａ　保管容器内が同一の濃度区分であれば、容器ごとの記載で問題ありません。
	Ｑ　廃棄物の濃度区分を教えてください。


Ａ　濃度区分と参考事項欄の記載方法は下表のとおりです。なお、低濃度PCB廃棄物の処分期限は令和９年３月31日であり、早期のPCB濃度の分析調査が必要です。
表　「濃度区分」と「参考事項欄」の記載方法　
	
	濃度区分
	参考事項欄

	高濃度には該当しないが、製造年・メーカー名・型式名等から低濃度PCBに該当する可能性があるもの
(微量PCBの混入の可能性を否定できないもの)
	安定器以外
	PCB濃度が0.5mg/kg超～5,000mg/kg以下（可燃性PCB汚染物は100,000mg/kg以下）の場合
	低濃度
	20mg/kg
△△分析㈱
(分析結果・単位、分析機関名を記入)

	
	
	PCB濃度の測定を行っていない場合
	低濃度
	濃度不明
〇年〇月測定予定
(予定時期が決まっている場合に記入)

	
	
	PCB濃度の測定を行っておらず、低濃度PCBとみなして処分する場合
	低濃度
	みなし低濃度

	
	安定器
	不明
	

	高濃度PCBの使用が否定できず濃度不明の場合
	不明
	

	高濃度PCBに該当する場合
	高濃度
	


※下線部は環境省による記入要領の変更を反映（令和７年３月）。
■特別管理産業廃棄物管理責任者について
	Ｑ　PCB廃棄物は保管していませんが、PCB含有製品を使用しています。特別管理産業廃棄物管理責任者の設置は必要ですか。


Ａ　PCB特別措置法に基づく設置は不要です（PCB廃棄物を保管する場合は必要）。
■添付書類について
	Ｑ　添付書類の「保管状況のわかる写真」とは、具体的にどのようなものですか。


Ａ　①保管容器、②PCB廃棄物本体、③保管場所（特別管理産業廃棄物の掲示板が確認できる写真）の計３種の写真を添付ください。
■届出の義務について
	Ｑ　保管状況届出書を提出しないとどうなりますか。


Ａ　PCB廃棄物保管事業者がこの届出を提出しない場合（又は虚偽の届出をした場合）は、罰則（６月以下の懲役又は50万円以下の罰金）が適用されることがあります。
■前回の届出からの修正について
	Ｑ　濃度不明で届出していた機器を分析した結果、PCB基準値以下でPCB廃棄物に該当しないことがわかりました。届出にどのように記載すればよいですか。


Ａ　「参考事項」欄に「分析の結果、基準以下」と記入するとともに、分析結果報告書の写しを添付ください。
	Ｑ　別の保管容器に詰め替えを行いました。届出にどのように記載すればよいですか。


Ａ　詰め替え後の状況を記入し、「参考事項」欄に詰め替え前後の関係がわかるよう記入ください。また、詰め替え後の保管状況の写真を添付ください。
■提出後の届出の変更について
	Ｑ　「届出者」欄の住所や氏名、特別管理産業廃棄物管理責任者などが変更になった場合、直ちに修正した届出を提出する必要がありますか。


Ａ　翌年度６月末日までに提出する保管状況届出書において、修正後の内容で提出してください。
	Ｑ　保管状況届出書の提出後に保管量が増えました。今年度中に修正後の再提出が必要ですか。


Ａ　不要です。翌年度６月末日までに提出する保管状況届出書において、修正後の内容で提出してください。
■ＰＣＢ保管状況等届出以外の手続きについて
●保管場所を変更する場合
	[bookmark: _Hlk161913086]Ｑ　PCB廃棄物の集約化のため、保管場所を変更しようと思います。どのような手続きが必要ですか。


Ａ　変更前及び変更後の各所管行政に対し、①事前相談、自ら運搬する場合には移動計画書※の提出をお願いします。②移動後10日以内に「PCB廃棄物等の保管の場所等の変更届出書」（様式第2号）の提出が必要です。併せて③「PCB廃棄物等の保管及び処分状況等届出書」も提出ください。
※（大阪府HP参照）https://www.pref.osaka.lg.jp/jigyoshoshido/pcb/pcb-change.html
移動は、PCB廃棄物収集・運搬ガイドライン、低濃度PCB廃棄物収集・運搬ガイドラインに従ってください。
	Ｑ　PCB廃棄物を工場内で10mほど移動させるが、届出等は必要ですか。


Ａ　保管事業場に変更がなければ不要です。
	Ｑ　「PCB廃棄物等の保管の場所等の変更届出書」は、処分のため運搬する場合も提出が必要ですか。


Ａ　不要です。　※保管場所を変更したときに必要。
	Ｑ　運搬時に通過する所管行政に届出等が必要ですか。


Ａ　不要です。
●ＰＣＢ廃棄物をすべて処分した場合
	Ｑ　保管する全ての低濃度PCB廃棄物の処分を終了します。どのような手続きが必要ですか。


Ａ　処分委託日から20日以内に「PCB廃棄物の処分終了又は高濃度PCB使用製品の廃棄終了届出書」（様式第4号）を提出する必要があります。
※処分委託契約書の写し(契約締結日が記載されているページ)を添付ください。
※「PCB廃棄物等の保管及び処分状況等届出書」（様式第1号）とその添付書類「マニフェストD票またはＥ票の写し」も提出をお願いします。
●ＰＣＢ廃棄物等を承継する場合
	Ｑ　PCB廃棄物を譲り渡しできますか。


Ａ　PCB廃棄物の譲り渡し及び譲り受けは原則、禁止されています。なお、事業の相続や合併又は分割（PCB保管事業を承継させるものに限る）の場合の承継は認められています。
※承継を受けた方は、承継を受けた日から30日以内に「承継届出書」（様式第7号）を提出する必要があります。
	[bookmark: _Hlk161942253]Ｑ　保管者である法人が吸収合併により消滅しました。どのような手続きが必要ですか。


Ａ　保管者の地位を承継した、合併後存続する法人もしくは合併により設立した法人は、承継を受けた日から30日以内に「承継届出書」（様式第7号）※を提出する必要があります。
※合併契約書の写しと、合併後存続する法人もしくは合併により設立した法人の定款及び登記事項証明書の写しを添付。
※併せて「PCB廃棄物等の保管及び処分状況等届出書」も提出をお願いします。
●使用中のＰＣＢ含有製品の譲り渡しや譲り受けをする場合
	[bookmark: _Hlk163479661]Ｑ　使用中のPCB含有製品の譲り渡しや譲り受けをする場合、届出は必要ですか。


Ａ　PCB特別措置法に基づく届出は不要です。
※なお、使用中のPCB含有電気工作物の場合は、電気事業法に基づく手続きが必要ですので、経済産業省 中部近畿保安監督部へお問い合わせください。
https://www.safety-chubu.meti.go.jp/denryoku/pcb/index.html
※PCB廃棄物の場合は、PCB特別措置法に基づく譲渡し及び譲り受けの制限がありますのでご注意ください。


2

